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(57)【要約】
【課題】溜水利用洗浄機構の駆動時における節水能力を
維持しつつ、引込手段または帰還手段の故障によって溜
水利用洗浄機構が駆動できない場合であっても汚物を排
出させることを可能とする。
【解決手段】この水洗大便器装置ＣＳｄは、ボウル部２
０ｄおよび排水トラップ管路４０ｄに所定水位以上の溜
水ＷＳが貯留されている状態から引込手段５０５ｄを駆
動させた後、リム洗浄水供給手段を駆動させて洗浄水の
供給を開始させるとともに、その洗浄水の供給が終了す
る前に帰還手段５０６ｄを駆動させる通常洗浄モードと
、引込手段５０５ｄおよび帰還手段５０６ｄの少なくと
も一方が故障した場合、リム洗浄水供給手段によって洗
浄水を供給するとともに、その際の洗浄水の量が通常洗
浄モードにおいて供給する量よりも多い応急洗浄モード
と、を有している。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　汚物を洗浄水とともに汚水として排出させる水洗大便器装置であって、
　汚物と洗浄水を貯留するボウル部と、該ボウル部の上部に設けられたリム部と、前記ボ
ウル部の下流側に接続され、貯留する洗浄水である溜水によって前記ボウル部とともに封
水を形成する排水トラップ管路と、を有する便器本体と、
　前記ボウル部へ向けて前記リム部から洗浄水を供給するリム洗浄水供給手段と、
を備え、
　前記溜水の一部を一時的に貯留させる貯留タンクと、前記ボウル部または前記排水トラ
ップ管路から前記貯留タンクへ前記溜水の一部を引き込む引込手段と、前記貯留タンクに
貯留された前記溜水を前記ボウル部または前記排水トラップ管路へ帰還させる帰還手段と
、を有し、前記ボウル部または前記排水トラップ管路から前記溜水を引き込んでその一部
を汚水の排出に利用する溜水利用洗浄手段と、
　前記リム洗浄水供給手段、前記引込手段および前記帰還手段を制御する制御手段と、
をさらに備え、
　前記制御手段は、
　前記ボウル部および前記排水トラップ管路に所定水位以上の溜水が貯留されている状態
から前記引込手段を駆動させた後、前記リム洗浄水供給手段を駆動させて洗浄水の供給を
開始させるとともに、その洗浄水の供給が終了する前に前記帰還手段を駆動させる通常洗
浄モードと、
　前記引込手段および前記帰還手段の少なくとも一方が故障した場合、前記リム洗浄水供
給手段によって洗浄水を供給するとともに、その際の洗浄水の量が前記通常洗浄モードに
おいて供給する量よりも多い応急洗浄モードと、を有する
ことを特徴とする水洗大便器装置。
【請求項２】
　前記帰還手段が故障した場合は、前記応急洗浄モードでは前記引込手段の駆動を禁止す
るものである、請求項１に記載の水洗大便器装置。
【請求項３】
　前記通常洗浄モードの実行に先駆けて、前記帰還手段のみを駆動させることで当該帰還
手段の故障判定を行うものである、請求項２に記載の水洗大便器装置。
【請求項４】
　前記帰還手段の故障判定では、前記通常洗浄モードよりも溜水を帰還させる能力が低い
状態で駆動させるものである、請求項３に記載の水洗大便器装置。
【請求項５】
　前記貯留タンク内に貯留される溜水の量を検知する水量センサーを備え、
　前記制御手段は、該溜水量に基づいて前記引込手段および前記帰還手段の少なくとも一
方の故障を判定するものである、請求項１に記載の水洗大便器装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、汚物を一時的に受け止めて洗浄水と共に排出する水洗大便器装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　汚物を一時的に受け止めて洗浄水と共に排出する水洗大便器装置として、下記特許文献
１に記載のものが提案されている。下記特許文献１に記載の水洗大便器装置は、下記特許
文献の図１に示されているように、汚物を一時的に受け止めるための汚物受け面を有する
ボウル部と、ボウル部の上方周縁部に形成されたリム部と、リム部からボウル部に洗浄水
を供給する貯水タンクといった洗浄水供給手段と、ボウル部の下方に接続される入口部と
、入口部から上方に延びるように形成される上昇管路と、上昇管路の末端から下方に延び
るように形成される下降管路とを有し、非使用時には入口部から上昇管路の少なくとも一
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部にかけて水を貯留して溜水となし、その溜水の少なくとも一部によって封水を形成する
排水トラップ管路と、を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－３１５５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載の従来の水洗大便器装置は、節水化に伴って、洗浄水が排水トラ
ップ管路へ押し込まれる時間やサイホン作用に要する時間を短縮して効率的に汚物を排出
することの重要性に鑑みたものとなっている。具体的には、浮遊系汚物をボウル部の溜水
中に押し込んで排水トラップ側へ誘導する旋回流以外の洗浄水の流れを、水量を抑えつつ
いかにして形成させるのかに着目している。そして、浮遊系汚物をボウル部の溜水面上に
残すことなく確実に排出することができる水洗大便器装置を提供することを目的とし、新
たな水洗大便器装置を提案している。
【０００５】
　このように、節水化の要求に対応するため、ボウル部への洗浄水の供給やボウル部にお
ける洗浄水の取り回しに対する様々な工夫が行われている。しかしながら、ボウル部の下
部から排水トラップ管路にかけては、封水を形成するために溜水が形成されているところ
、この溜水に対する節水の側面からの取り組みは十分にはなされていない。より強い節水
化の要求に対応するためには、ボウル部の洗浄面での工夫のみならず、排水トラップ管路
における節水面での工夫も必要となってきている。
【０００６】
　そこで本発明者らは、ボウル部及び排水トラップ管路において封水を形成するために溜
められている溜水を一時的に引込水として退避させ、汚物の洗浄時にその退避させた引込
水を利用することに着目した。この結果、着想するに至った水洗大便器装置においては、
溜水の引込手段や帰還手段を駆使した溜水利用洗浄機構を駆動させることで、溜水を利用
したアシストを受け、リム部から供給される洗浄水の供給量を少なくして汚物を排出させ
ることが可能になる。
【０００７】
　ところが、たとえば引込手段や帰還手段のいずれかが故障してしまった場合には洗浄時
に溜水を利用したアシストを受けることができなくなることから、本発明者はこのような
課題にも着目してさらに検討を重ねた。
【０００８】
　本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、溜水利用洗浄機構
の駆動時における節水能力を維持しつつ、引込手段または帰還手段の故障によって溜水利
用洗浄機構が駆動できない場合であっても汚物を排出させることを可能とした水洗大便器
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するべく、本発明は、汚物を洗浄水とともに汚水として排出させる水洗
大便器装置であって、汚物と洗浄水を貯留するボウル部と、該ボウル部の上部に設けられ
たリム部と、ボウル部の下流側に接続され、貯留する洗浄水である溜水によってボウル部
とともに封水を形成する排水トラップ管路と、を有する便器本体と、ボウル部へ向けてリ
ム部から洗浄水を供給するリム洗浄水供給手段と、を備え、溜水の一部を一時的に貯留さ
せる貯留タンクと、ボウル部または排水トラップ管路から貯留タンクへ溜水の一部を引き
込む引込手段と、貯留タンクに貯留された溜水をボウル部または排水トラップ管路へ帰還
させる帰還手段と、を有し、ボウル部または排水トラップ管路から溜水を引き込んでその
一部を汚水の排出に利用する溜水利用洗浄手段と、リム洗浄水供給手段、引込手段および



(4) JP 2013-76216 A 2013.4.25

10

20

30

40

50

帰還手段を制御する制御手段と、をさらに備え、制御手段は、ボウル部および排水トラッ
プ管路に所定水位以上の溜水が貯留されている状態から引込手段を駆動させた後、リム洗
浄水供給手段を駆動させて洗浄水の供給を開始させるとともに、その洗浄水の供給が終了
する前に帰還手段を駆動させる通常洗浄モードと、引込手段および帰還手段の少なくとも
一方が故障した場合、リム洗浄水供給手段によって洗浄水を供給するとともに、その際の
洗浄水の量が通常洗浄モードにおいて供給する量よりも多い応急洗浄モードと、を有する
ことを特徴としている。
【００１０】
　本発明に係る水洗大便器装置は排水トラップ管路を備えており、排水トラップ管路は、
ボウル部の下方に接続される。そして、排水トラップ管路は、非使用時には水を貯留して
溜水となし、その溜水の少なくとも一部によって封水を形成している。ボウル部及び排水
トラップ管路に形成される封水は、下水管からの臭気がトイレ室内に入ってくるのを防い
だり、害虫がトイレ室内に入ってくるのを防いだりする役割を果たしている。その役割を
確実に果たすため、ボウル部及び排水トラップ管路に形成される封水の封水深は、封水を
形成する溜水の蒸発などによって封水切れが起きないように設定されている。
【００１１】
　一方、水洗大便器装置の使用時に着目すると、ボウル部が一時的に受け止めた汚物は、
ボウル部の下方に落ちて行き、排水トラップ管路入口に一時的に貯留される。この状態で
、洗浄水供給手段によって洗浄水が供給され、汚物は排水トラップ管路内を通って下水管
側に流される。従って、ボウル部及び排水トラップ管路に封水を形成する溜水の一部は、
非使用時の封水切れ防止のために用いられるものである。一方、使用時にボウル部が受け
止める汚物は、排水トラップ管路の入口付近に一時的に貯留され、その後洗浄水によって
流される。この汚物の排出においては、汚物周辺から上流側（ボウル部側）にある溜水や
洗浄水供給手段によって供給される洗浄水が寄与するので、排水トラップ管路の汚物周辺
から下流側にある溜水は汚物の排出に必ずしも寄与していない。上述のような使用時及び
非使用時の水洗大便器装置のボウル部及び排水トラップ管路における特性に着目すれば、
封水を形成するための溜水は、使用時も非使用時も同じように溜めておく必要は必ずしも
無く、使用時と非使用時とで溜め方を工夫する余地があるものである。
【００１２】
　そこで本発明では、溜水の一部をボウル部または排水トラップ管路から引込水として引
き込み、この引き込んだ引込水をボウル部または排水トラップ管路に帰還させる溜水利用
機構を備えている。この溜水利用機構によって、ボウル部が汚物を一時的に受け止めてか
ら、洗浄水と共に排出する際に、引込手段を駆動させた後、帰還手段を駆動させるものと
している。従って、非使用時には封水を確実に形成するようにある程度の余裕をもって溜
水を保持するものの、汚物を流す際には引込手段を先に駆動して汚物の影響を受けていな
い溜水を引き込んで引込水として一時貯留タンクに貯める。帰還手段は、この引込水をボ
ウル部または排水トラップ管路に帰還させるので、汚物の搬送に引込水を寄与させること
ができる。
【００１３】
　さらに本発明では、引込手段と帰還手段の挙動を制御する制御手段を有しており、制御
手段は、通常洗浄モードと応急洗浄モードとを実行可能である。本明細書でいう通常洗浄
モードとは、使用者のリモコン操作により発信された電気信号など、制御手段が所定の電
気信号を受信することにより実行される通常の洗浄モードをいい、応急洗浄モードとは、
引込手段および帰還手段の少なくとも一方が故障した場合に対応した臨時的な洗浄モード
をいう。
【００１４】
　しかも、本発明によれば併せて以下のごとき作用効果を実現することができる。すなわ
ち、電気あるいは電力といった面について考慮すると、本発明のごとく溜水利用洗浄手段
を搭載した水洗大便器装置では、引込手段や帰還手段が故障すれば、洗浄時に溜水を利用
したアシストを受けることができなくなる。この点、本発明では、引込手段および帰還手
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段の少なくとも一方が故障した場合には、リム洗浄水供給手段によって洗浄水を供給する
とともに、供給される洗浄水の供給量を通常洗浄モードにおいて供給する量よりも多くし
た応急洗浄モードを設定している。このような応急洗浄モードを備えた水洗大便器装置に
よれば、引込手段および帰還手段の少なくとも一方が故障し、溜水を利用したアシストを
受けることができない状況で使用者が用便した場合であっても、リム洗浄水供給手段によ
って供給される洗浄水によってボウル部を洗浄するとともに、その洗浄水を通常洗浄モー
ドよりも多く設定しているため、ボウル部の汚物も確実に排出することができる。
【００１５】
　このような水洗大便器装置において、帰還手段が故障した場合は、応急洗浄モードでは
引込手段の駆動を禁止することが好ましい。
【００１６】
　例えば帰還手段が故障していても引込手段が駆動できる状態にある場合、引込手段を駆
動させて貯留タンクに溜水を引き込んでしまうと、その溜水を帰還させることができなく
なる。引き込んでしまった溜水が貯留タンクに存在し続けると、貯留タンクが不衛生とな
るおそれがある。この点を考慮した本発明によれば、応急洗浄モードでは引込手段の駆動
を禁止することで、貯留タンクの衛生性を損なうことがない。
【００１７】
　また、本発明に係る水洗大便器装置においては、通常洗浄モードの実行に先駆けて、帰
還手段のみを駆動させることで当該帰還手段の故障判定を行うことが好ましい。
【００１８】
　この水洗大便器装置における上述の通常洗浄モードでは、引込手段を駆動させた後に、
帰還手段を駆動させるシーケンスとなっている。したがって、まだ故障と判定されていな
い状態で、通常洗浄モードを実行しようとして、まず引込手段を駆動させ、その後帰還手
段を駆動させようとしたときに初めて帰還手段の故障が判明すると、すでに貯留タンクに
引き込んでしまっている溜水を排出すること（ボウル部または排水トラップ管路へ帰還さ
せること）ができず、貯留タンクの衛生性が損なわれるおそれがある。この点を考慮した
本発明によれば、このような不具合を防止することができる。
【００１９】
　また、帰還手段の故障判定では、通常洗浄モードよりも溜水を帰還させる能力が低い状
態で駆動させることが好ましい。
【００２０】
　例えば、洗浄時でもないのに帰還手段が駆動してしまうと、発生する騒音、ボウル部内
の溜水の波打ちなどにより、使用者に何らかの違和感を与えてしまうことが生じうる。こ
の点を考慮した本発明によれば、このような違和感を軽減することができる。
【００２１】
　さらに、本発明に係る水洗大便器装置は、貯留タンク内に貯留される溜水の量を検知す
る水量センサーを備え、制御手段は、該溜水量に基づいて引込手段および帰還手段の少な
くとも一方の故障を判定するものであることが好ましい。
【００２２】
　水洗大便器装置において、引込手段・帰還手段が故障した状態では、貯留タンク内への
溜水の引き込みや、貯留タンクからボウル部またはトラップ管路への溜水の帰還が適切に
行われなくなる。この点に着目した本発明によれば、貯留タンク内に貯留される溜水の量
に基づいて故障判定を行うことで、高い精度で故障を判定することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、溜水利用洗浄機構の駆動時における節水能力を維持しつつ、引込手段
または帰還手段の故障によって溜水利用洗浄機構が駆動できない場合であっても汚物を排
出させることを可能とした水洗大便器装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
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【図１】本発明の実施形態に係る水洗大便器装置を模式的に示す斜視図である。
【図２】本発明の実施形態に係る水洗大便器を模式的に示す断面図である。
【図３】図２に示す引込ポンプ近傍を拡大した図である。
【図４】本発明の実施形態に係る水洗大便器装置の制御的な構成を示すブロック構成図で
ある。
【図５】本発明の実施形態に係る水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を示すフ
ローチャートである。
【図６】図１および図２に示す水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を説明する
ための模式的な断面図である。
【図７】図１および図２に示す水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を説明する
ための模式的な断面図である。
【図８】図１および図２に示す水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を説明する
ための模式的な断面図である。
【図９】図１および図２に示す水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を説明する
ための模式的な断面図である。
【図１０】図１および図２に示す水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を説明す
るための模式的な断面図である。
【図１１】図１および図２に示す水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を説明す
るための模式的な断面図である。
【図１２】図１および図２に示す水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を説明す
るための模式的な断面図である。
【図１３】図１および図２に示す水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を説明す
るための模式的な断面図である。
【図１４】図１および図２に示す水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を説明す
るための模式的な断面図である。
【図１５】図１および図２に示す水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を説明す
るための模式的な断面図である。
【図１６】本発明の実施形態に係る水洗大便器装置の通常洗浄モードにおける動作を示す
タイミングチャートである。
【図１７】本発明の実施形態に係る水洗大便器装置の帰還ポンプ故障判定モードにおける
動作を示すフローチャートである。
【図１８】本発明の実施形態に係る水洗大便器装置の洗浄モード実行時の動作を示すフロ
ーチャートである。
【図１９】図１および図２に示す水洗大便器装置の応急洗浄モードにおける動作を説明す
るための模式的な断面図である。
【図２０】図１および図２に示す水洗大便器装置の応急洗浄モードにおける動作を説明す
るための模式的な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。説明の理解を容
易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して
、重複する説明は省略する。
【００２６】
　本発明の実施形態に係る水洗大便器装置について、図１及び図２を参照しながら説明す
る。図１は、本発明の実施形態に係る水洗大便器装置ＣＳｄを示す概略斜視図である。図
２は、本発明の実施形態に係る水洗大便器装置ＣＳｄを模式的に示す断面図である。図２
に示す水洗大便器装置ＣＳｄは、主に便器本体１０ｄを描いており、便座や便蓋や洗浄水
の給水バルブ、リモコンやその操作パネルといったものは記載を省略している。
【００２７】
　図１に示すように、水洗大便器装置ＣＳｄは、便器本体１０ｄと、衛生洗浄装置７０ｄ
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とを備えている。衛生洗浄装置７０ｄは、洗浄ノズル７０１ｄから使用者の局部を洗浄す
るための洗浄水を吐出することができるように構成されている。
【００２８】
　図２に示すように、便器本体１０ｄは、汚物を一時的に受け止めて洗浄水と共に排出す
る水洗大便器を構成するものであって、ボウル部２０ｄと、排水トラップ管路４０ｄと、
一時貯留タンク５０ｄとを備えている。ボウル部２０ｄは、便器本体１０ｄの一部であっ
て、汚物を一時的に受け止めるための汚物受け面２０１ｄと、洗浄水を汚物受け面２０１
ｄに流すためのリム部２０２ｄと、汚物を排水トラップ管路４０ｄに流すためのボウル出
口部２０３ｄとを有している。リム部２０２ｄは、汚物受け面２０１ｄの上方周縁部に形
成されている。リム部２０２ｄには、洗浄水供給穴３０ｄが臨んでいる。ボウル出口部２
０３ｄは、汚物受け面２０１ｄの下方に形成されている。
【００２９】
　排水トラップ管路４０ｄは、汚物及び洗浄水をボウル部２０ｄから受け入れて、下水管
方向に流す部分である。排水トラップ管路４０ｄは、入口部４０１ｄと、上昇管路４０２
ｄと、下降管路４０３ｄとを有している。入口部４０１ｄは、ボウル部２０ｄの汚物受け
面２０１ｄ下方に形成されているボウル出口部２０３ｄに接続される部分である。入口部
４０１ｄは、ボウル出口部２０３ｄから汚物及び洗浄水を受け入れて、上昇管路４０２ｄ
へと流し込む。
【００３０】
　上昇管路４０２ｄは、入口部４０１ｄよりも下流側に形成されている部分であって、入
口部４０１ｄから上方に延びるように形成されている部分である。従って、ボウル出口部
２０３ｄと、入口部４０１ｄと、上昇管路４０２ｄとは繋がっていて、全体としてＵ字形
状の管路を形成している。
【００３１】
　下降管路４０３ｄは、上昇管路４０２ｄよりも下流側に形成されている部分であって、
上昇管路４０２ｄの下流側端部から下方に延びるように形成されている部分である。従っ
て、ボウル出口部２０３ｄと、入口部４０１ｄと、上昇管路４０２ｄとによって形成され
ているＵ字形状の管路に溜められる溜水ＷＳは、上昇管路４０２ｄと下降管路４０３ｄと
の接続部分まで溜めることができる。水洗大便器装置ＣＳｄの非使用時には、入口部４０
１ｄから上昇管路４０２ｄの少なくとも一部にかけて水を貯留して溜水ＷＳとなし、その
溜水ＷＳの少なくとも一部によって封水を形成している。
【００３２】
　一時貯留タンク５０ｄは、溜水ＷＳの一部を排水トラップ管路４０ｄから引きこんで、
引込水として一時的に貯留するためのタンクである。排水トラップ管路４０ｄと一時貯留
タンク５０ｄとは、引込管路５０３ｄ（第一引込部分）、屈曲部５０８ｄ（最頂部）、引
込管路５０７ｄ（第二引込部分）によって繋がれている。
【００３３】
　引込管路５０３ｄは、排水トラップ管路４０ｄに繋がっている部分である。引込管路５
０３ｄは、排水トラップ管路４０ｄに繋がっている部分から上方に傾斜しながら延びてい
る。引込管路５０３ｄには屈曲部５０８ｄが繋がり、屈曲部５０８ｄは引込管路５０７ｄ
に繋がっている。引込管路５０７ｄは、屈曲部５０８ｄに繋がる部分から下方に傾斜しな
がら延び、一時貯留タンク５０ｄの上方端に繋がっている。一時貯留タンク５０ｄの上方
端には、引込管路５０７ｄと繋がっている部分からは離隔させて、通気口５０ｄａが形成
されている。
【００３４】
　引込管路５０３ｄには、引込ポンプ５０５ｄが設けられている。引込ポンプ５０５ｄは
、ターボ型ポンプである。引込ポンプ５０５ｄの拡大断面図を図３に示す。図３に示すよ
うに、引込ポンプ５０５ｄは、モーター５０５ｄａと、羽根車５０５ｄｂとを有している
。モーター５０５ｄａが回転することで羽根車５０５ｄｂが回転し、羽根車５０５ｄｂ周
りにある水を吸い上げてモーター５０５ｄａ側に送り込む。従って、羽根車５０５ｄｂ周
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りに水が無くなれば、引込ポンプ５０５ｄは水を吸い上げることができないように構成さ
れている。
【００３５】
　図２に戻って説明を続ける。一時貯留タンク５０ｄに貯められた引込水は、排水トラッ
プ管路４０ｄに戻すことができるように構成されている。一時貯留タンク５０ｄと排水ト
ラップ管路４０ｄとは、帰還管路５０９ｄ、帰還管路５１０ｄ（第一帰還部分）、帰還管
路５１１ｄ（第二帰還部分）、帰還管路５０４ｄによって繋がれている。
【００３６】
　帰還管路５０９ｄは、一時貯留タンク５０ｄに繋がっている部分である。帰還管路５０
９ｄは、一時貯留タンク５０ｄの下方端から略水平方向に延びている。帰還管路５０９ｄ
には帰還管路５１０ｄが繋がっている。帰還管路５１０ｄは、帰還管路５０９ｄと繋がっ
ている部分から略垂直方向に立ち上がるように延びている。帰還管路５１０ｄには帰還管
路５１１ｄが繋がっている。帰還管路５１１ｄは、帰還管路５１０ｄと繋がっている部分
から斜め下方に下がりながら延びている。帰還管路５１１ｄには帰還管路５０４ｄが繋が
っている。帰還管路５０４ｄは、帰還管路５１１ｄと繋がっている部分から屈曲し、排水
トラップ管路４０ｄの、入口部４０１ｄに繋がっている。
【００３７】
　帰還管路５０９ｄと帰還管路５１０ｄとの間には、帰還ポンプ５０６ｄが設けられてい
る。帰還ポンプ５０６ｄを駆動することで、一時貯留タンク５０ｄ内の引込水が排水トラ
ップ管路４０ｄに戻される。
【００３８】
　続いて、水洗大便器装置ＣＳｄの制御的な構成について図４を参照しながら説明する。
図４は、水洗大便器装置ＣＳｄの制御的な構成を示すブロック図である。図４に示すよう
に、水洗大便器装置ＣＳｄは、制御装置８０（制御手段）と、一時貯留タンク内水位検知
手段８０１と、トラップ内水位検知センサー８０２と、着座検知センサー８０３と、人体
接近検知センサー８０４と、トラップ内汚物検知センサー８０５と、温度検知センサー８
０６と、リモートコントローラー８０７と、引込ポンプモーター８０８と、帰還ポンプモ
ーター８０９と、便座・便蓋開閉手段８１０と、計測手段８１１と、ランプ・スピーカー
８１２と、給水バルブ８１３と、警報装置８１６と、衛生洗浄装置７０ｄとを備えている
。
【００３９】
　一時貯留タンク内水位検知手段８０１、トラップ内水位検知センサー８０２、着座検知
センサー８０３、人体接近検知センサー８０４、トラップ内汚物検知センサー８０５、温
度検知センサー８０６、及びリモートコントローラー８０７は、所定の計測信号や指示信
号を制御装置８０に出力する。
【００４０】
　警報装置８１６は、後述する帰還ポンプ故障判定モードにおける判定の結果、帰還ポン
プ５０６ｄが故障していることが検出された場合に、故障していることを外部に警報する
ための装置である。警報装置８１６としては、視覚的に警報するＬＥＤ等、あるいは聴覚
的に警報するアラーム装置等、種々の装置を採用しうる。
【００４１】
　制御装置８０は、引込ポンプモーター８０８、帰還ポンプモーター８０９、便座・便蓋
開閉手段８１０、及び計測手段８１１との間で、所定の計測信号や制御指示信号の授受を
行う。制御装置８０は、ランプ・スピーカー８１２、給水バルブ８１３、及び衛生洗浄装
置７０ｄに所定の制御信号を出力する。後に詳しく説明するように、制御装置８０は、給
水バルブ８１３、引込ポンプモーター８０８、及び帰還ポンプモーター８０９の動作を制
御することによって、通常洗浄モード及び準備洗浄モードという二つの洗浄モードを実行
することができる。
【００４２】
　続いて、図５、図６、図７、図８、図９、図１０、図１１、図１２、図１３、図１４、
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図１５、図１６を参照しながら、通常洗浄モードにおける水洗大便器装置ＣＳｄの動作を
説明する。図５は、水洗大便器装置ＣＳｄの通常洗浄モードにおける動作を示すフローチ
ャートである。
【００４３】
　通常洗浄モード（溜水利用洗浄モード）は、水洗大便器装置ＣＳｄに使用者が近づいた
ことを人体接近検知センサー８０４が検知することによって開始される（ステップＳ０１
）。人体接近検知センサー８０４が使用者を検知するまでの間は、水洗大便器装置ＣＳｄ
は待機状態となっている。
【００４４】
　待機状態では、図６に示すように、排水トラップ管路４０ｄの上昇管路４０２ｄ上端近
傍まで溜水ＷＳが溜められている。尚、本実施形態では、上昇管路４０２ｄの最も上の部
分である最頂部における流路断面下端位置αよりも、帰還管路５１０ｄと帰還管路５１１
ｄとが繋がる部分である帰還管路の最頂部における流路断面下端位置βが高い位置となる
ように構成されている。また、帰還管路５１０ｄと帰還管路５１１ｄとが繋がる部分であ
る帰還管路の最頂部における流路断面下端位置βよりも、引込管路の最頂部である屈曲部
５０８ｄにおける流路断面下端位置γが高い位置となるように構成されている。図６に示
す待機状態では、帰還管路５１１ｄ内にも、溜水ＷＳの一部が流れこみ、排水トラップ管
路４０ｄ内の溜水と同じ高さまで入り込んでいる。尚、通常洗浄モードは、溜水ＷＳの水
位が、引込ポンプ５０５ｄによる溜水ＷＳの引き込みが可能な位置以上である状態におい
て実行される。
【００４５】
　水洗大便器装置ＣＳｄに使用者が近づいたことを人体接近検知センサー８０４が検知す
ると、人体接近検知センサー８０４から所定の電気信号が制御装置８０に伝達される（ス
テップＳ０１）。制御装置８０はかかる電気信号を受信すると、制御装置８０は、内部の
タイマーＡによる計時を開始する（ステップＳ０２）。
【００４６】
　ステップＳ０２に続くステップＳ０３では、制御装置８０が引込ポンプ５０５ｄに、引
込指示信号を出力する。引込ポンプ５０５ｄは、溜水ＷＳの一部を排水トラップ管路４０
ｄから一時貯留タンク５０ｄへ引き込む（時刻ｔ５）。この状態を図７及び図８に示す。
【００４７】
　図７に示すように、引込ポンプ５０５ｄを駆動し、溜水ＷＳから水を引き込んで、引込
水として一時貯留タンク５０ｄに供給する。一時貯留タンク５０ｄ内に入った引込水は、
帰還管路５０９ｄに流れこむ。帰還管路５０９ｄに対して帰還管路５１０ｄは立ち上がっ
ているので、帰還管路５１０ｄに入っている空気によって、引込水と溜水とが縁切りされ
ている。
【００４８】
　続いて、図８に示すように、溜水ＷＳの水位が下がり、やがて引込ポンプ５０５ｄを駆
動しても水を引き込むことができなくなる。尚、引込ポンプ５０５ｄが溜水ＷＳの一部を
引き込んでも、下降管路４０３ｄとボウル部２０ｄ側とが通期しないように、溜水ＷＳは
一定の水位を保たれている。一時貯留タンク５０ｄには、通気口５０ｄａが形成されてい
るので、引込ポンプ５０５ｄの駆動を停止すると（時刻ｔ６）、引込管路５０３ｄ内に引
きこまれた水が排水トラップ管路４０ｄ内に戻る（図９参照）。図９に示す状態が、汚物
を受け入れる準備が完了した段階となる。
【００４９】
　ステップＳ０３に続くステップＳ０４では、制御装置８０が便座・便蓋開閉手段８１０
に、便蓋開放指示信号を出力する。便座・便蓋開閉手段８１０は、便蓋を開放する。
【００５０】
　ステップＳ０４に続くステップＳ０５では、リモートコントローラー８０７の操作によ
って、汚物の排出が指示されたか否かを判断する。汚物の排出が指示されていれば、ステ
ップＳ０６の処理に進み、汚物の排出が指示されていなければ、ステップＳ０７の処理に
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進む。
【００５１】
　リモートコントローラー８０７の操作によって、汚物の排出が指示されれば、ボウル部
２０ｄ内に汚物が排泄された状態となっている。この状態を図１０に示す。図１０に示さ
れるように、排泄された汚物ＭＢは溜水ＷＳに入り込む。
【００５２】
　図５に戻り、ステップＳ０６では、制御装置８０が給水バルブ８１３に、洗浄指示信号
を出力する。給水バルブ８１３は、洗浄指示信号を受け取ると、内部に設けられた弁体を
弁座から引き離し、洗浄水供給穴３０ｄに洗浄水が流れるように作動する（時刻ｔ７）。
この状態を図１１に示す。図１１に示されるように、洗浄水は洗浄水供給穴３０ｄからボ
ウル部２０ｄ内に供給される。洗浄水供給穴３０ｄから供給される洗浄水は、リム部２０
２ｄを流れて汚物受け面２０１ｄに流れ込む。汚物受け面２０１ｄを洗浄した洗浄水は、
ボウル出口部２０３ｄから排水トラップ管路４０ｄに流れ込む。汚物ＭＢは、上昇管路４
０２ｄ側に流される。
【００５３】
　図５に戻り、ステップＳ０７では、人体接近検知センサー８０４から検知信号が出力さ
れ続けているか判断する。人体接近検知センサー８０４から検知信号が出力され続けてい
れば、ステップＳ０５の処理に戻り、人体接近検知センサー８０４から検知信号が出力さ
れ続けていなければ、ステップＳ０８の処理に進む。
【００５４】
　ステップＳ０８では、タイマーＡによる計時が、規定時間ａ１に到達しているか判断す
る。タイマーＡによる計時が規定時間ａ１に到達していなければ、ステップＳ０５の処理
に戻り、タイマーＡによる計時が規定時間ａ１に到達していれば、ステップＳ０６の処理
に進む。
【００５５】
　ステップＳ０６に続くステップＳ０９では、制御装置８０は、内部のタイマーＢによる
計時を開始する。
【００５６】
　ステップＳ０９に続くステップＳ１０では、タイマーＢによる計時が、規定時間ｂ１に
到達しているか判断する。タイマーＢによる計時が規定時間ｂ１に到達していなければ、
ステップＳ１０の処理を続け、タイマーＢによる計時が規定時間ｂ１に到達していれば、
ステップＳ１１の処理に進む。
【００５７】
　ステップＳ１１では、一時貯留タンク５０ｄ内の引込水を、ボウル部２０ｄ及び排水ト
ラップ管路４０ｄ側へと差し戻す。具体的には、制御装置８０から帰還ポンプ５０６ｄに
、一時貯留タンク５０ｄに引き込んだ引込水を排水トラップ管路４０ｄに差し戻すための
差戻し指示信号を出力する。帰還ポンプ５０６ｄは、差戻し指示信号を受け取ると、引込
水を排水トラップ管路４０ｄに差し戻す（時刻ｔ８）。この状態を図１２、図１３、図１
４、図１５に示す。
【００５８】
　図１２に示すように、ステップＳ１１では帰還ポンプ５０６ｄを駆動し、一時貯留タン
ク５０ｄ内の引込水を排水トラップ管路４０ｄ側に送り込む。このように帰還ポンプ５０
６ｄを駆動すると、最初に溜水ＷＳと繋がって帰還管路５１１ｄ内に入り込んでいた水が
排水トラップ管路４０ｄに戻される。
【００５９】
　図１２に示す状態から更に帰還ポンプ５０６ｄの駆動を継続すると、図１３に示すよう
に、溜水と引込水とを縁切っていた空気が排水トラップ管路４０ｄ内に吹き出される。そ
して最後に引込水が順次排水トラップ管路４０ｄに戻され（図１４参照）、最後には空気
が噴出されるまで引込水が完全に排水トラップ管路４０ｄに戻される（図１５参照）。そ
の後、帰還ポンプ５０６ｄの駆動が停止される（時刻ｔ９）。
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【００６０】
　帰還ポンプ５０６ｄの駆動が停止された後、制御装置８０は給水バルブ８１３に、洗浄
停止信号を出力する。給水バルブ８１３は、洗浄停止信号を受け取ると、内部に設けられ
た弁体を弁座に戻し、洗浄水の供給を停止するように作動する。（時刻ｔ１０）。
【００６１】
　図５に戻り、ステップＳ１１に続くステップＳ１２では、タイマーＡ及びタイマーＢの
カウントをリセットする。
【００６２】
　上述した水洗大便器装置ＣＳｄの動作の、洗浄水供給穴３０ｄから供給される洗浄水の
供給タイミングと、一時貯留タンク５０ｄに引き込まれてから差し戻される引込水の供給
タイミングについて、図１６を参照しながら説明する。図１６は、水洗大便器装置ＣＳｄ
の動作を示すタイミングチャートである。
【００６３】
　図１６に示すように、水洗大便器装置ＣＳｄでは、時刻ｔ７で給水バルブ８１３を開い
てボウル部２０ｄに洗浄水を供給し、時刻ｔ１０でその供給を停止している（図５のステ
ップＳ０６）。また、一時貯留タンク５０ｄから引込水を、時刻ｔ８から時刻ｔ９にかけ
て差し戻している（図５のステップＳ１１）。このようにボウル部２０ｄへ洗浄水を供給
開始してから供給終了するまでの間に、一時貯留タンク５０ｄから引込水を差し戻すこと
も好ましいけれども、通常洗浄モードにおける引込水の差戻しタイミングはこれに限られ
るものではない。
【００６４】
　上述したように本実施形態に係る水洗大便器装置ＣＳｄは、汚物を一時的に受け止めて
洗浄水と共に排出する水洗大便器装置であって、汚物を一時的に受け止めるための汚物受
け面２０１ｄを有するボウル部２０ｄと、ボウル部２０ｄの上方周縁部に形成されたリム
部２０２ｄと、リム部２０２ｄからボウル部２０ｄに洗浄水を供給する洗浄水供給手段（
給水バルブ８１３、洗浄水供給穴３０ｄ）と、ボウル部２０ｄの下方に接続される入口部
４０１ｄと、入口部４０１ｄから上方に延びるように形成される上昇管路４０２ｄと、上
昇管路４０２ｄの末端から下方に延びるように形成される下降管路４０３ｄを有し、非使
用時には入口部４０１ｄから上昇管路４０２ｄの少なくとも一部にかけて水を貯留して溜
水ＷＳとなし、その溜水ＷＳの少なくとも一部によって封水を形成する排水トラップ管路
４０ｄと、溜水ＷＳの一部をボウル部２０ｄまたは排水トラップ管路４０ｄから引込水と
して引き込み、この引き込んだ引込水をボウル部２０ｄまたは排水トラップ管路４０ｄに
帰還させる溜水利用機構と、を備える。
【００６５】
　溜水利用機構は、引込水を一時的に貯留する一時貯留タンク５０ｄと、ボウル部２０ｄ
または排水トラップ管路４０ｄから一時貯留タンク５０ｄに溜水ＷＳの一部を引込水とし
て引き込む引込ポンプ５０５ｄ（引込手段）と、一時貯留タンク５０ｄに一時的に貯留さ
れた引込水をボウル部２０ｄまたは排水トラップ管路４０ｄへ帰還させる帰還ポンプ５０
６ｄ（帰還手段）と、引込ポンプ５０５ｄ（引込手段）と帰還ポンプ５０６ｄ（帰還手段
）の挙動を制御する制御装置８０（制御手段）と、を有する。
【００６６】
　制御装置８０（制御手段）は、制御装置８０（制御手段）が所定の電気信号を受信する
ことにより実行される洗浄モードであって、溜水ＷＳの水位が所定水位以上である状態に
おいて引込ポンプ５０５ｄ（引込手段）を駆動させた後、洗浄水供給手段を駆動させるこ
とによる洗浄水の供給開始と、洗浄水供給手段による洗浄水の供給が終了するよりも前の
時点における帰還ポンプ５０６ｄ（帰還手段）の駆動と、を行う通常洗浄モードと、引込
ポンプ５０５ｄ（引込手段）の駆動を行うことなく洗浄水供給手段を駆動させることによ
り、入口部４０１ｄから上昇管路４０２ｄの少なくとも一部にかけて貯留していた溜水Ｗ
Ｓを供給された洗浄水によって置換し、溜水の水位が所定水位以上となるように洗浄水を
供給する準備洗浄モードと、を実行可能であり、さらに、水洗大便器装置ＣＳｄへの通電
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が開始されたことを検知すると、その後、最初に通常洗浄モードを実行する前に、準備洗
浄モードを実行する。
【００６７】
　本実施形態に係る水洗大便器装置ＣＳｄは排水トラップ管路４０ｄを備えており、排水
トラップ管路４０ｄは、ボウル部２０ｄの下方に接続される入口部４０１ｄと、入口部４
０１ｄから上方に延びるように形成される上昇管路４０２ｄと、上昇管路４０２ｄの末端
から下方に延びるように形成される下降管路４０３ｄとを有する。そして、非使用時には
入口部４０１ｄから上昇管路４０２ｄの少なくとも一部にかけて水を貯留して溜水ＷＳと
なし、その溜水ＷＳの少なくとも一部によって封水を形成している。ボウル部２０ｄ及び
排水トラップ管路４０ｄに形成される封水は、下水管からの臭気がトイレ室内に入ってく
るのを防いだり、害虫がトイレ室内に入ってくるのを防いだりする役割を果たしている。
その役割を確実に果たすため、ボウル部２０ｄ及び排水トラップ管路４０ｄに形成される
封水の封水深は、封水を形成する溜水の蒸発などによって封水切れが起きないように設定
されている。
【００６８】
　一方、水洗大便器の使用時に着目すると、ボウル部２０ｄが一時的に受け止めた汚物Ｍ
Ｂは、ボウル部２０ｄの下方に落ちて行き、排水トラップ管路４０ｄ入口に一時的に貯留
される。この状態で、洗浄水供給手段によって洗浄水が供給され、汚物ＭＢは排水トラッ
プ管路４０ｄ内を通って下水管側に流される。従って、ボウル部２０ｄ及び排水トラップ
管路４０ｄに封水を形成する溜水ＷＳの一部は、非使用時の封水切れ防止のために用いら
れるものである。
【００６９】
　一方、使用時にボウル部２０ｄが受け止める汚物ＭＢは、排水トラップ管路４０ｄの入
口付近に一時的に貯留され、その後洗浄水によって流される。この汚物ＭＢの排出におい
ては、汚物周辺から上流側（ボウル部２０ｄ側）にある溜水や洗浄水供給手段によって供
給される洗浄水が寄与するので、排水トラップ管路４０ｄの汚物周辺から下流側にある溜
水は汚物ＭＢの排出に必ずしも寄与していない。上述のような使用時及び非使用時の水洗
大便器装置ＣＳｄのボウル部２０ｄ及び排水トラップ管路４０ｄにおける特性に着目すれ
ば、封水を形成するための溜水は、使用時も非使用時も同じように溜めておく必要は必ず
しも無く、使用時と非使用時とで溜め方を工夫する余地があるものである。
【００７０】
　そこで実施形態では、溜水ＷＳの一部をボウル部２０ｄまたは排水トラップ管路４０ｄ
から引込水として引き込み、この引き込んだ引込水をボウル部２０ｄまたは排水トラップ
管路４０ｄに帰還させる溜水利用機構を備えている。この溜水利用機構によって、ボウル
部２０ｄが汚物を一時的に受け止めてから、洗浄水と共に排出する際に、引込ポンプ５０
５ｄを駆動させた後、帰還ポンプ５０６ｄを駆動させるものとしている。従って、非使用
時には封水を確実に形成するようにある程度の余裕をもって溜水ＷＳを保持するものの、
汚物を流す際には引込ポンプ５０５ｄを先に駆動して汚物の影響を受けていない溜水を引
き込んで引込水として一時貯留タンク５０ｄに貯める。帰還ポンプ５０６ｄは、この引込
水をボウル部２０ｄまたは排水トラップ管路４０ｄに帰還させるので、汚物の搬送に引込
水を寄与させることができる。
【００７１】
　さらに本実施形態では、引込ポンプ５０５ｄと帰還ポンプ５０６ｄの挙動を制御する制
御装置８０を有しており、制御装置８０は、通常洗浄モード及び準備洗浄モードという二
つの洗浄モードを実行可能である。
【００７２】
　通常洗浄モード（溜水利用洗浄モード）とは、使用者のリモコン操作により発信された
電気信号など、制御装置８０が所定の電気信号を受信することにより実行される通常の洗
浄モードである。通常洗浄モードにおいては、溜水ＷＳの水位が所定水位以上である状態
において引込ポンプ５０５ｄを駆動させた後、洗浄水供給手段（給水バルブ８１３、洗浄
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水供給穴３０ｄ）を駆動させることによる洗浄水の供給開始と、洗浄水供給手段による洗
浄水の供給が終了するよりも前の時点における帰還ポンプ５０６ｄの駆動と、を行う。尚
、所定水位とは、引込ポンプ５０５ｄによる溜水ＷＳの引き込みが可能な水位のことであ
る。
【００７３】
　準備洗浄モードとは、通常洗浄モードが実行されるよりも前において、水洗大便器装置
ＣＳｄへの通電が開始されたことを制御装置８０が検知した場合に実行される洗浄モード
である。準備洗浄モードにおいては、引込ポンプ５０５ｄの駆動を行うことなく洗浄水供
給手段を駆動させることにより、入口部４０１ｄから上昇管路４０２ｄの少なくとも一部
にかけて貯留していた溜水ＷＳを供給された洗浄水によって置換し、溜水ＷＳの水位が所
定水位以上となるように洗浄水を供給する。
【００７４】
　本実施形態では、制御装置８０は、水洗大便器装置ＣＳｄへの通電が開始されたことを
検知すると、その後、最初に通常洗浄モードを実行する前に、準備洗浄モードを実行する
。これにより、溜水ＷＳの水位が低下していた場合であっても、引込ポンプ５０５ｄの駆
動によって破封状態を引き起こすことがなく、洗浄水が供給されて溜水ＷＳの水位が上昇
する。また、溜水ＷＳが汚物により汚染されていた場合であっても、汚染された溜水ＷＳ
は一時貯留タンク５０ｄに引き込まれることなく、供給された洗浄水によって置換される
。
【００７５】
　準備洗浄モードを実行することにより、通常洗浄モードを実行する直前においては、溜
水ＷＳは必ず所定水位以上、すなわち、引込ポンプ５０５ｄによる溜水ＷＳの引き込みが
可能な水位以上となっており、且つ汚染されていない状態となっている。このため、通常
洗浄モードを実行しても、排水トラップ管路４０ｄにおいて破封状態が生じることがなく
、一時貯留タンク５０ｄが不衛生となってしまうこともない。
【００７６】
　また、準備洗浄モードにおいて洗浄水供給手段から供給される洗浄水の量は、通常洗浄
モードにおいて前記洗浄水供給手段から供給される洗浄水の量よりも多い。
【００７７】
　準備洗浄モードにおいては、引込ポンプ５０５ｄの駆動を行うことなく洗浄水供給手段
が駆動される。このため、準備洗浄モードにおいて帰還ポンプ５０６ｄを駆動させたとし
ても、十分な量の引込水を帰還させることができない可能性が高い。
【００７８】
　水洗大便器装置ＣＳｄは、汚物の搬送時において引込水を帰還させることにより、洗浄
水供給手段から供給される洗浄水を少量としながら、汚物の搬送を可能ならしめるもので
ある。このため、溜水ＷＳ内に汚物が存在している状態で準備洗浄モードが行われると、
十分な量の引込水を帰還させることができないために汚物が搬送されず、準備洗浄モード
が終了した時点においても、溜水ＷＳ内に汚物が残留してしまう可能性がある。
【００７９】
　本実施形態では、準備洗浄モードにおいて洗浄水供給手段から供給される洗浄水の量が
、通常洗浄モードにおいて洗浄水供給手段から供給される洗浄水の量よりも多い。このた
め、溜水ＷＳ内に汚物が存在している状態で準備洗浄モードが行われた場合であっても、
洗浄水供給手段から供給される洗浄水により確実に汚物を搬送し、溜水ＷＳを置換した状
態とすることができる。
【００８０】
　また、制御装置８０は、準備洗浄モードにおいて帰還ポンプ５０６ｄを駆動させる。
【００８１】
　準備洗浄モードが実行される際は、一時貯留タンク５０ｄ内には既に引込水が貯留され
ている可能性がある。一時貯留タンク５０ｄ内に引込水が貯留された状態のまま通常洗浄
モードが実行されると、引込ポンプ５０５ｄを駆動させた際、ボウル部２０ｄ及び排水ト
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ラップ管路４０ｄに存在していた溜水ＷＳを十分に引き込むことができない。その状態に
おいて洗浄水供給手段により洗浄水が供給されると、ボウル部２０ｄ及び排水トラップ管
路４０ｄは一時的に多量の溜水ＷＳを蓄えた状態となり、溜水ＷＳの置換や汚物の搬送の
効率が低下してしまう。
【００８２】
　本実施形態では、準備洗浄モードにおいて帰還ポンプ５０６ｄを駆動させることにより
、一時貯留タンク５０ｄ内の引込水をボウル部２０ｄまたは排水トラップ管路４０ｄへ帰
還させる。その結果、通常洗浄モードが実行される時点においては、一時貯留タンク５０
ｄは十分な量の溜水ＷＳを引き込むことが可能な状態となっている。通常洗浄モードにお
いて引込ポンプ５０５ｄを駆動させた際、ボウル部２０ｄ及び排水トラップ管路４０ｄに
存在していた溜水ＷＳが十分に引き込まれるため、溜水ＷＳの置換や汚物の搬送の効率が
低下してしまうことが防止される。
【００８３】
　また、制御装置８０は、準備洗浄モードにおいて、洗浄水供給手段による洗浄水の供給
が完了する時点よりも前に、帰還ポンプ５０６ｄの駆動を完了させる。
【００８４】
　停電などにより、水洗大便器装置ＣＳｄへの通電が行われない状態が長時間継続すると
、一時貯留タンク５０ｄ内の引込水が不衛生な状態となっている可能性がある。この場合
、準備洗浄モードにおいて帰還ポンプ５０６ｄを駆動させた際には、かかる不衛生な状態
の引込水がボウル部２０ｄ及び排水トラップ管路４０ｄへ流入する。不衛生な水がそのま
まボウル部２０ｄ及び排水トラップ管路４０ｄに残ってしまうと、水洗大便器装置ＣＳｄ
の周囲に悪臭を放つ恐れや、次回、引込ポンプ５０５ｄが駆動された際に再び一時貯留タ
ンク５０ｄに流入して、一時貯留タンク５０ｄが更に不衛生な状態となる恐れがある。
【００８５】
　この好ましい態様では、準備洗浄モードにおいて帰還ポンプ５０６ｄを駆動させるが、
洗浄水供給手段による洗浄水の供給が完了する時点よりも前に、帰還ポンプ５０６ｄの駆
動を完了させる。このため、帰還ポンプ５０６ｄの駆動によって、ボウル部２０ｄ及び排
水トラップ管路４０ｄに対し不衛生な水が流入したとしても、帰還ポンプ５０６ｄが駆動
されている間は、洗浄水供給手段による洗浄水の供給が継続的に行われている。このため
、不衛生な水は全て洗浄水によって排出されるため、ボウル部２０ｄ及び排水トラップ管
路４０ｄに残留することや、再び一時貯留タンク５０ｄに流入してしまうことが防止され
る。
【００８６】
　さらに、本実施形態の水洗大便器装置ＣＳｄでは、引込ポンプ５０５ｄ等の引込手段や
、帰還ポンプ５０６ｄ等の帰還手段が故障すれば、洗浄時に溜水ＷＳを利用したアシスト
を受けることができなくなることを鑑み、制御装置８０によるモード（制御モード）とし
て、１）洗浄モード、２）待機モードの他に、３）帰還ポンプ故障判定モードを設定して
いる。以下では、１）洗浄モードの内容と２）待機モードの概略をまず説明したうえで、
３）帰還ポンプ故障判定モードについて説明し（図１７参照）、さらにその後、故障判定
を含めた洗浄モード実行時の処理例について説明する（図１８等参照）。
【００８７】
　１）の洗浄モードについて、本実施形態では、使用者のリモコン操作により発信された
電気信号など、制御装置８０が所定の電気信号を受信することにより実行される通常の洗
浄モードである「通常洗浄モード」と、引込ポンプ５０５ｄおよび帰還ポンプ５０６ｄの
少なくとも一方が故障した場合に対応した臨時的な洗浄モードである「応急洗浄モード」
の２種類を設定している。
【００８８】
　「通常洗浄モード」は上述のごとき通常の洗浄モードで、本実施形態では、ボウル部２
０ｄおよび排水トラップ管路４０ｄに所定水位以上の溜水ＷＳが貯留されている状態から
引込ポンプ５０５ｄを駆動させた後、リム洗浄水供給手段を駆動させて洗浄水の供給を開
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始させるとともに、その洗浄水の供給が終了する前に帰還ポンプ５０６ｄを駆動させるよ
うにしている（図６～図１５参照）。なお、本明細書でいうリム洗浄水供給手段とは、洗
浄水供給穴３０ｄからボウル部２０ｄ内に洗浄水を供給するための手段のことであり、例
えば上述の給水バルブ８１３が設けられた水の供給流路（図示省略）等が該当する。
【００８９】
　「応急洗浄モード」は上述のごとき臨時的な洗浄モードで、本実施形態では、引込ポン
プ５０５ｄおよび帰還ポンプ５０６ｄの少なくとも一方が故障した場合に、リム洗浄水供
給手段によって洗浄水を供給するとともに（図２０参照）、その際の洗浄水の量が通常洗
浄モードにおいて供給する量よりも多くなるようにしている。
【００９０】
　２）の待機モードは、水洗大便器装置ＣＳｄに設けられた人体接近検知センサー８０４
によって使用者の人体接近が非検知の状態にあるときのモードである。上述したように、
この待機モードのとき水洗大便器装置ＣＳｄは待機状態にあり、図６に示すように、排水
トラップ管路４０ｄの上昇管路４０２ｄ上端近傍まで溜水ＷＳが溜められた状態となって
いる。
【００９１】
　３）の帰還ポンプ故障判定モードは、帰還ポンプ５０６ｄが故障しているかどうか（こ
の故障判定モードにおいては、該帰還ポンプ５０６ｄを作動させるための帰還ポンプモー
ター８０９が故障している場合を含む）を判定するためのモードである。以下、フローチ
ャートを用い、帰還ポンプ故障判定モードの処理例を説明する（図１７参照）。
【００９２】
　帰還ポンプ故障判定モードの開始後、帰還ポンプ５０６ｄに対する電圧Ｖ0の印加を開
始する（ステップＳ１０１）。電圧Ｖ0の印加開始から所定時間Ｔ１が経過したら（ステ
ップＳ１０２にてＹＥＳ）、モーター電流値Ｉを計測し（ステップＳ１０３）、該電流値
Ｉが所定電流値Ｉ0以下かどうかを判断する（ステップＳ１０４）。
【００９３】
　ところで、帰還ポンプ故障判定モードにおいては実際に洗浄を実施するわけではないの
で、故障判定に必要な電圧としつつ、モーター作動時の騒音発生やボウル部２０ｄ内の溜
水ＷＳの波打ち等はできるだけ抑えることが、使用者に対して不意に与えかねない違和感
を極力軽減することに結びつく。このような観点から、本実施形態では、上述のステップ
Ｓ１０１における印加電圧Ｖ0を、通常洗浄モードにおける帰還ポンプ５０６ｄ（の帰還
ポンプモーター８０９）への印加電圧よりも低いものであった尚かつ故障判定に十分な値
に設定している。これによれば、使用者が抱きかねない違和感を極力軽減することが可能
である。
【００９４】
　また、ステップＳ１０４における所定電流値Ｉ0は、モーターの一般的な特性に基づい
て設定することができる。すなわち、モーターの起動開始から所定時間が経過すれば、通
常、モーター電流が、ある定格値に対する所定の（所定範囲内の）割合になることから、
この割合を見越した閾値として所定電流値Ｉ0を設定しておく。そうすれば、所定時間Ｔ
１経過後の電流値Ｉがこの所定電流値Ｉ0を超えているかどうか検出することで帰還ポン
プ５０６ｄの故障を判定することできる。
【００９５】
　具体的には、Ｉ≦Ｉ0である場合には（ステップＳ１０４においてＹＥＳ）、帰還ポン
プ５０６ｄに故障は生じていないと判定したうえで、帰還ポンプ５０６ｄへの電圧Ｖ0の
印加を停止し（ステップＳ１０７）、一連の帰還ポンプ故障判定モードの処理を終了して
待機モードに戻る（ステップＳ１０８）。
【００９６】
　一方、Ｉ≦Ｉ0でない場合には（ステップＳ１０４においてＮＯ）、帰還ポンプ５０６
ｄに故障が生じていると判定して所定のフラグをセットし（ステップＳ１０５）、警報装
置８１６によって故障が生じていることを報知する（ステップＳ１０６）。その後、帰還
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ポンプ５０６ｄへの電圧Ｖ0の印加を停止し（ステップＳ１０７）、一連の帰還ポンプ故
障判定モードの処理を終了して待機モードに戻る（ステップＳ１０８）。
【００９７】
　ステップＳ１０５におけるフラグ設定内容は特に限定されるものではないが、一例とし
て、本実施形態では、通常洗浄モードのときには洗浄モードフラグＦ＝０、応急洗浄モー
ドのときには洗浄モードフラグＦ＝１をセットする。したがって、上述のステップＳ１０
４においてＮＯの場合には帰還ポンプ５０６ｄに故障が生じていると判定してフラグＦ＝
１をセットし、応急洗浄モードへと移行する。
【００９８】
　なお、ここまで説明した帰還ポンプ故障判定モードは、通常洗浄モードの実行に先駆け
て、帰還ポンプ５０６ｄのみを駆動させることで実行されることが好適である。実際、本
実施形態の水洗大便器装置ＣＳｄにおける通常洗浄モードでは、引込ポンプ５０５ｄを駆
動させた後に帰還ポンプ５０６ｄを駆動させるシーケンスとなっていることから、まだ故
障と判定されていない状態で、通常洗浄モードを実行しようとして、まず引込ポンプ５０
５ｄを駆動させ、その後帰還ポンプ５０６ｄ段を駆動させようとしたときに初めて帰還ポ
ンプ５０６ｄの故障が判明することが起こり得る。この場合、すでに一時貯留タンク５０
ｄに引き込んでしまっている溜水ＷＳを排出すること（ボウル部２０ｄまたは排水トラッ
プ管路４０ｄへ帰還させること）ができず、一時貯留タンク５０ｄの衛生性が損なわれる
おそれがある。このような可能性をも考慮すれば、一時貯留タンク５０ｄの衛生性が損な
われないよう、一時貯留タンク５０ｄからの溜水ＷＳの排出が担保できている状態のとき
のみ、引込ポンプ５０５ｄの駆動を許可することが好適である（図１９参照）。本実施形
態では、当該帰還ポンプ故障判定モードを、洗浄モードフラグがＦ＝１（応急洗浄モード
）のときは実行せず、洗浄モードフラグがＦ＝０（通常洗浄モード）のときだけ実行する
こととしている。なお、このような帰還ポンプ故障判定モードは、例えば一日一回の定時
など、定期的に実行されるものであってもよい。
【００９９】
　続いて、故障判定を含めた洗浄モード実行時の処理例について説明する（図１８等参照
）。
【０１００】
　洗浄モードの開始後、洗浄モードＦ＝１がセットされているかどうか判断し（ステップ
Ｓ２０１）、セットされていなければ（ステップＳ２０１においてＮＯ）、洗浄モードＦ
＝０のフラグに基づく洗浄モード（通常洗浄モード）に移行する。洗浄モードＦ＝１がセ
ットされている場合については後述する。
【０１０１】
　洗浄モードＦ＝０のフラグに基づく洗浄モード（通常洗浄モード）では、引込ポンプ５
０５ｄに対する電圧Ｖ1の印加（より具体的には引込ポンプモーター８０８への電圧Ｖ1の
印加であり、以下、同様）を開始し（ステップＳ２０２）、当該電圧Ｖ1の印加開始から
所定時間Ｔ３が経過したら（ステップＳ２０３にてＹＥＳ）、一時貯留タンク５０ｄ内の
水量Ｗを水量センサーによって計測する（ステップＳ２０４）。本実施形態の水洗大便器
装置ＣＳｄにおいては、上述した一時貯留タンク内水位検知手段８０１をここでの水量セ
ンサーとして用いることができる。
【０１０２】
　一時貯留タンク５０ｄ内の水量Ｗを計測したら、当該水量Ｗが所定量Ｗ1を上回ってい
るか（Ｗ＞Ｗ1であるか）、判断する（ステップＳ２０５）。所定量Ｗ1は、引込ポンプ５
０５ｄの駆動によって、予め決まられた量であって汚物の排出に寄与する量が確保できた
かどうかを判断するための水量である。水量Ｗが所定量Ｗ1を上回っている場合には（ス
テップＳ２０５にてＹＥＳ）、引込ポンプ５０５ｄに故障は生じていないと判定したうえ
で、引込ポンプ５０５ｄへの電圧Ｖ1の印加を停止する（ステップＳ２０８）。
【０１０３】
　一方、水量Ｗが所定量Ｗ1を上回っていない場合には（ステップＳ２０５にてＮＯ）、
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引込ポンプ５０５ｄに故障が生じていると判定して洗浄フラグＦ＝１（応急洗浄モード）
をセットし（ステップＳ２０６）、警報装置８１６によって故障が生じていることを報知
し（ステップＳ２０７）、その後、引込ポンプ５０５ｄへの電圧Ｖ1の印加を停止する（
ステップＳ２０８）。
【０１０４】
　引込ポンプ５０５ｄへの電圧Ｖ1の印加を停止したら（ステップＳ２０８）、便座・便
蓋開閉手段８１０を作動させて便蓋を開き（ステップＳ２０９）、リモートコントローラ
ー８０７の操作による洗浄開始信号があるかどうか判断する（ステップＳ２１０）。洗浄
開始信号があった場合（ステップＳ２１０にてＹＥＳ）、給水バルブ８１３を開作動させ
て洗浄水を供給する（ステップＳ２１４）。
【０１０５】
　一方、洗浄開始信号がない場合には（ステップＳ２１０にてＮＯ）、人体接近検知セン
サー８０４にて人体非検知かどうか判断し（ステップＳ２１１）、非検知ならば（ステッ
プＳ２１１にてＹＥＳ）、当該人体接近検知センサー８０４にて人体非検知だと判断して
から所定時間Ｔ４が経過したかどうか判断する（ステップＳ２１２）。所定時間Ｔ４が経
過したならば（ステップＳ２１２にてＹＥＳ）、使用者がいないと判断して便蓋を閉め（
ステップＳ２１３）、給水バルブ８１３を作動させて洗浄水を供給する（ステップＳ２１
４）。ステップＳ２１１、ステップＳ２１２の判断結果がＮＯであった場合には、ステッ
プＳ２１０に戻る。
【０１０６】
　ところで、上述のステップＳ２０２～Ｓ２０８は、Ｆ＝０のフラグに基づく洗浄モード
（通常洗浄モード）での処理であった（ステップＳ２０１にてＮＯ）。これに対し、洗浄
モードＦ＝１がセットされている場合（ステップＳ２０１にてＹＥＳ）、本実施形態では
、Ｆ＝１のフラグに基づく洗浄モード（応急洗浄モード）に基づき、ステップＳ２０２～
Ｓ２０８を経ることなくステップＳ２０９へと移行する。これは、以下の理由による。
【０１０７】
　すなわち、ここで洗浄モードＦ＝１がセットされているということは、帰還ポンプ５０
６ｄに故障が生じているということであるが（図１７のステップＳ１０５等）、この状況
下において引込ポンプ５０５ｄが駆動できる場合（引込ポンプ５０５ｄに故障が生じてい
ない場合）、当該引込ポンプ５０５ｄを駆動させて一時貯留タンク５０ｄに溜水ＷＳを引
き込んでしまうと、その溜水ＷＳを帰還させることができなくなる。それにもかかわらず
溜水ＷＳを引き込んで一時貯留タンク５０ｄ内に貯留させ続けてしまうと、当該一時貯留
タンク５０ｄが不衛生となるおそれがある。これに対し、洗浄モードＦ＝１がセットされ
ている場合にはステップＳ２０２～Ｓ２０８を経ることなくステップＳ２０９へと移行す
る本実施形態の水洗大便器装置ＣＳｄによれば、応急洗浄モードでは引込ポンプ５０５ｄ
の駆動が禁止されることとなる結果、一時貯留タンク５０ｄが不衛生となるおそれがない
（図１９参照）。
【０１０８】
　引き続きフローに従って説明すると、給水バルブ８１３を作動させて洗浄水を供給した
後は（ステップＳ２１４）、帰還ポンプ５０６ｄの故障を判定するフローに移行する。こ
こではまず、洗浄モードＦ＝１がセットされているかどうか判断し（ステップＳ２１５）
、セットされていなければ（ステップＳ２１５においてＮＯ）、洗浄モードＦ＝０のフラ
グに基づく洗浄モード（通常洗浄モード）に移行する。洗浄モードＦ＝１がセットされて
いる場合は後述するステップＳ２２５へ移行する。
【０１０９】
　洗浄モードＦ＝０のフラグに基づく洗浄モード（通常洗浄モード）では、ステップＳ２
１４において給水バルブ８１３を開作動させてから所定時間Ｔ５（図１６参照）が経過し
たならば（ステップＳ２１６にてＹＥＳ）、帰還ポンプ５０６ｄに対する電圧Ｖ２の印加
（より具体的には帰還ポンプモーター８０９への電圧Ｖ２の印加であり、以下、同様）を
開始し（ステップＳ２１７）、当該電圧Ｖ２の印加開始から所定時間Ｔ６（図１６参照）
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が経過したら（ステップＳ２１８にてＹＥＳ）、一時貯留タンク５０ｄ内の水量Ｗを水量
センサーによって計測する（ステップＳ２１９）。本実施形態の水洗大便器装置ＣＳｄに
おいては、上述した一時貯留タンク内水位検知手段８０１をここでの水量センサーとして
用いることができる。
【０１１０】
　一時貯留タンク５０ｄ内の水量Ｗを計測したら、当該水量Ｗが所定量Ｗ2を下回ってい
るか（Ｗ＜Ｗ2であるか）、判断する（ステップＳ２２０）。所定量Ｗ2は、引込ポンプ５
０５ｄの駆動によって、予め決まられた量であって汚物の排出に寄与する量が帰還された
かどうかを判断するための水量である。水量Ｗが所定量Ｗ2を下回っている場合には（ス
テップＳ２２０にてＹＥＳ）、帰還ポンプ５０６ｄに故障は生じていないと判定したうえ
で、帰還ポンプ５０６ｄへの電圧Ｖ２の印加を停止する（ステップＳ２２３）。
【０１１１】
　一方、水量Ｗが所定量Ｗ2を下回っていない場合には（ステップＳ２２０にてＮＯ）、
帰還ポンプ５０６ｄに故障が生じていると判定して洗浄フラグＦ＝１（応急洗浄モード）
をセットし（ステップＳ２２１）、警報装置８１６によって故障が生じていることを報知
し（ステップＳ２２２）、その後、帰還ポンプ５０６ｄへの電圧Ｖ２の印加を停止する（
ステップＳ２２３）。帰還ポンプ５０６ｄへの電圧Ｖ２の印加を停止してから所定時間Ｔ
７（図１６参照）が経過したら（ステップＳ２２４にてＹＥＳ）、給水バルブ８１３を閉
作動させて洗浄水の供給を止める（ステップＳ２２６）。
【０１１２】
　また、上述のステップＳ２１５にて洗浄モードＦ＝１がセットされていた場合には（ス
テップＳ２１５にてＹＥＳ）、上述のステップＳ２１６～Ｓ２２４を経ることなくステッ
プＳ２２５へと移行する。ここでは、給水バルブ８１３を開作動させてから所定時間Ｔ８
が経過したかどうか判断し、経過したならば（ステップＳ２２５にてＹＥＳ）、当該給水
バルブ８１３を閉作動させて洗浄水の供給を止める（ステップＳ２２６）。
【０１１３】
　ここで、ステップＳ２２５における所定時間Ｔ８は、
　　　Ｔ８の間隔＞（Ｔ５＋Ｔ６＋Ｔ７）の間隔
となるように設定されていることが好ましい（図１６の二点鎖線参照）。「応急洗浄モー
ド」は上述のごとき臨時的な洗浄モードで、この場合にＴ８の間隔を（Ｔ５＋Ｔ６＋Ｔ７
）の間隔よりも大きくし、洗浄水の量を通常洗浄モードにおいて供給する量よりも多くな
るようにすれば、ボウル部２０ｄの汚物も確実に排出することができるようになるという
点で好適である。これによれば、通常洗浄モードにおける節水性能を維持しつつ、引込ポ
ンプ５０５ｄおよび帰還ポンプ５０６ｄのいずれかが故障した場合は、溜水ＷＳを利用し
たアシストを受けなくとも確実に汚物を排出させうるようになる。
【０１１４】
　上述のように給水バルブ８１３を閉作動させて洗浄水の供給を止めたところで（ステッ
プＳ２２６）、故障判定を含めた一連の洗浄モード実行処理を終了する。
【０１１５】
　ここまで説明したように、本実施形態の水洗大便器装置ＣＳｄは、引込ポンプ５０５ｄ
、帰還ポンプ５０６ｄが故障した状態では、一時貯留タンク５０ｄ内への溜水ＷＳの引き
込みや、一時貯留タンク５０ｄからボウル部２０ｄまたは排水トラップ管路４０ｄへの溜
水ＷＳの帰還が適切に行われなくなるものであるが、上述したごとき水洗大便器装置ＣＳ
ｄにおいては、一時貯留タンク５０ｄ内に貯留される溜水ＷＳの量に基づいて故障判定を
行うことで、高い精度で引込ポンプ５０５ｄや帰還ポンプ５０６ｄの故障を判定すること
ができる。
【０１１６】
　以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこ
れらの具体例に限定されるものではない。すなわち、これら具体例に、当業者が適宜設計
変更を加えたものも、本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例え
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ば、前述した各具体例が備える各要素およびその配置、材料、条件、形状、サイズなどは
、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、前述した各
実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わせることができ、こ
れらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含される。
【符号の説明】
【０１１７】
ＭＢ：汚物
ＷＳ：溜水
ＣＳｄ：水洗大便器装置
１０ｄ：便器本体
２０ｄ：ボウル部
４０ｄ：排水トラップ管路
５０ｄ：一時貯留タンク（貯留タンク）
８０：制御装置（制御手段）
２０２ｄ：リム部
５０５ｄ：引込ポンプ（引込手段）
５０６ｄ：帰還ポンプ（帰還手段）
８０１：一時貯留タンク内水位検知手段（水量センサー）

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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